
○
防
衛
省
令
第
十
号

防
衛
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
四
十
四
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
自

衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
百
七
条
第
七
項
及
び
第
百
十
一
条
の
二
並
び
に
自
衛
隊
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
航
空
法
（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
の
二
、
第
七
十
九
条
た
だ
し
書
、
第
百
三

十
二
条
の
九
十
第
二
項
及
び
第
百
三
十
二
条
の
九
十
一
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
衛
隊
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

防
衛
大
臣

小
泉
進
次
郎

自
衛
隊
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

自
衛
隊
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
、
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
、
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

。

異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
装
備
移
転
航
空
機
の
事
故
に
関
す
る
報
告
）

第
八
十
七
条
の
三

令
第
百
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

［
条
を
加
え
る
。
］

る
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
装
備
移
転
航
空
機
（
法
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
装
備
移
転
航

空
機
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
航
空
機
（
航
空
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
航
空
機
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
八
十
七
条
の
五
ま
で
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
機
長
又
は
使
用
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
速
や
か
に
防
衛
大
臣
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

機
長
の
氏
名
又
は
当
該
航
空
機
の
使
用
者
の
名
称

二

事
故
の
発
生
し
た
日
時
及
び
場
所

三

当
該
航
空
機
の
装
備
移
転
航
空
機
管
理
番
号
（
第
八
十
七
条
の
十
二
に
定
め

る
装
備
移
転
航
空
機
管
理
番
号
を
い
う
。
次
条
か
ら
第
八
十
七
条
の
七
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
型
式
及
び
無
線
局
の
呼
出
符
号

四

当
該
航
空
機
の
事
故
の
概
要

五

人
の
死
傷
又
は
物
件
の
損
壊
の
概
要

六

死
亡
者
又
は
行
方
不
明
者
の
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
そ
の
他
参
考

と
な
る
事
項

（
装
備
移
転
航
空
機
の
事
故
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
態
の

報
告
）

第
八
十
七
条
の
四

令
第
百
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

［
条
を
加
え
る
。
］

る
航
空
法
第
七
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
装
備
移
転
航
空
機
で
あ
る
航
空
機

の
機
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
速
や
か
に
防
衛
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

機
長
の
氏
名
及
び
住
所

二

当
該
航
空
機
の
装
備
移
転
航
空
機
管
理
番
号
及
び
型
式

三

報
告
に
係
る
事
態
が
発
生
し
た
日
時
及
び
場
所



四

報
告
に
係
る
事
態
の
概
要
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
離
着
陸
の
許
可
）

第
八
十
七
条
の
五

令
第
百
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

［
条
を
加
え
る
。
］

る
航
空
法
第
七
十
九
条
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
装
備
移

転
航
空
機
で
あ
る
航
空
機
を
製
造
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
を
防
衛
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
航
空
機
を
製
造
す
る
者
の
名
称
及
び
所
在
地

二

当
該
航
空
機
の
装
備
移
転
航
空
機
管
理
番
号
及
び
型
式

三

離
陸
し
、
又
は
着
陸
す
る
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
の
略
図
を
添
付
す
る

こ
と
。
）

四

離
陸
し
、
又
は
着
陸
す
る
理
由

五

事
故
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

六

飛
行
計
画
の
概
要
（
飛
行
の
目
的
、
日
時
及
び
経
路
を
明
記
す
る
こ
と
。
）

七

操
縦
者
の
氏
名
及
び
資
格

八

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
装
備
移
転
無
人
航
空
機
の
事
故
に
関
す
る
報
告
）

第
八
十
七
条
の
六

令
第
百
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
航

［
条
を
加
え
る
。
］

空
法
第
百
三
十
二
条
の
九
十
第
二
項
に
規
定
す
る
防
衛
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

装
備
移
転
航
空
機
で
あ
る
無
人
航
空
機
（
航
空
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規

定
す
る
無
人
航
空
機
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
八
十
七
条
の
八
ま
で
に
お

い
て
「
装
備
移
転
無
人
航
空
機
」
と
い
う
。
）
を
飛
行
さ
せ
た
者
の
氏
名
及
び

所
属
す
る
会
社
そ
の
他
の
団
体
の
名
称

二

装
備
移
転
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
た
者
の
所
属
す
る
会
社
そ
の
他
の
団
体

の
所
在
地

三

装
備
移
転
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
た
者
の
無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明

書
番
号
（
航
空
法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
一
に
規
定
す
る
無
人
航
空
機
操
縦
者

技
能
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。
次
条
第
三
号
に
お
い
て
同



じ
。
）

四

装
備
移
転
無
人
航
空
機
の
装
備
移
転
航
空
機
管
理
番
号
、
型
式
、
製
造
者
及

び
製
造
番
号

五

装
備
移
転
無
人
航
空
機
の
使
用
者
の
名
称

六

出
発
地
及
び
到
着
予
定
地

七

飛
行
の
目
的
及
び
概
要

八

事
故
の
概
要

九

人
の
死
傷
又
は
物
件
の
損
壊
の
概
要

十

装
備
移
転
無
人
航
空
機
の
損
壊
の
概
要
（
装
備
移
転
無
人
航
空
機
が
損
壊
し

た
場
合
に
限
る
。
次
条
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
一

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
装
備
移
転
無
人
航
空
機
の
事
故
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事

態
の
報
告
）

第
八
十
七
条
の
七

令
第
百
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
航

［
条
を
加
え
る
。
］

空
法
第
百
三
十
二
条
の
九
十
一
の
規
定
に
よ
り
、
装
備
移
転
無
人
航
空
機
を
飛
行

さ
せ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
速
や
か
に
防
衛
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

装
備
移
転
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
た
者
の
氏
名
及
び
所
属
す
る
会
社
そ
の

他
の
団
体
の
名
称

二

装
備
移
転
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
た
者
の
所
属
す
る
会
社
そ
の
他
の
団
体

の
所
在
地

三

装
備
移
転
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
た
者
の
無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明

書
番
号

四

報
告
に
係
る
事
態
が
発
生
し
た
日
時
及
び
場
所

五

装
備
移
転
無
人
航
空
機
の
装
備
移
転
航
空
機
管
理
番
号
、
型
式
、
製
造
者
及

び
製
造
番
号

六

装
備
移
転
無
人
航
空
機
の
使
用
者
の
名
称

七

出
発
地
及
び
到
着
予
定
地

八

飛
行
の
目
的
及
び
概
要



九

報
告
に
係
る
事
態
の
概
要

十

人
の
負
傷
の
概
要
（
当
該
事
態
が
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸

省
令
第
五
十
六
号
）
第
二
百
三
十
六
条
の
八
十
六
第
一
号
に
掲
げ
る
事
態
で
あ

る
場
合
に
限
る
。
）

十
一

装
備
移
転
無
人
航
空
機
の
損
壊
の
概
要

十
二

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
設
計
の
確
認
）

第
八
十
七
条
の
八

法
第
百
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
装
備
移
転
航
空
機
を
製

［
条
を
加
え
る
。
］

造
す
る
者
は
、
新
た
に
設
計
し
た
装
備
移
転
航
空
機
に
つ
い
て
、
そ
の
設
計
が
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
防
衛
大
臣
が
定
め
る
装
備
移
転
航
空
機
の
安
全
性
に
関

す
る
基
準
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
八
十
七
条
の
十
ま
で
に
お
い
て
「
安
全
性
基
準

」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
装
備
移

転
航
空
機
設
計
確
認
申
請
書
（
別
記
様
式
第
十
三
）
に
よ
り
防
衛
大
臣
に
申
請
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
防
衛
大
臣
が
確
認
を
す
る
た
め
必
要
と
す
る
時
期

ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
、
防
衛
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

設
計
計
画
書

二

設
計
書

三

図
面
目
録

四

設
計
図
面

五

部
品
表

六

製
造
計
画
書

七

飛
行
規
程
（
装
備
移
転
航
空
機
の
概
要
、
性
能
、
限
界
事
項
、
非
常
の
場
合

に
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
各
種
装
置
の
操
作
そ
の
他
の
措
置
、
通
常
の
場
合

に
お
け
る
各
種
装
置
（
装
備
移
転
無
人
航
空
機
に
つ
い
て
は
各
種
機
能
）
の
操

作
方
法
そ
の
他
装
備
移
転
航
空
機
が
安
全
な
飛
行
を
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項

を
記
載
し
た
書
類
を
い
う
。
）

八

整
備
手
順
書
（
装
備
移
転
航
空
機
の
構
造
、
構
成
品
（
装
備
移
転
航
空
機
を

構
成
す
る
装
置
、
機
器
又
は
部
品
を
い
う
。
）
及
び
系
統
に
関
す
る
説
明
、
定



期
の
点
検
の
方
法
、
装
備
移
転
航
空
機
に
発
生
し
た
不
具
合
の
是
正
の
方
法
そ

の
他
の
装
備
移
転
航
空
機
の
整
備
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
装
備
移
転
航
空
機
が

安
全
性
基
準
に
継
続
的
に
適
合
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を

い
う
。
）

九

装
備
移
転
航
空
機
の
重
量
及
び
重
心
位
置
の
算
出
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し

た
書
類

十

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

３

防
衛
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
に
係
る
装
備
移
転
航
空
機
の
設
計
が
安
全
性
基

準
に
適
合
す
る
こ
と
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
対
し
、
装

備
移
転
航
空
機
設
計
確
認
書
（
別
記
様
式
第
十
四
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

防
衛
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
に
係
る
装
備
移
転
航
空
機
の
設
計
が
安
全
性
基

準
に
適
合
す
る
こ
と
の
確
認
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該

申
請
を
し
た
者
に
対
し
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
必
要
な
書
類
の
提

出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
十
七
条
の
九

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
装
備
移
転
航
空
機
設
計
確
認
書
の

［
条
を
加
え
る
。
］

交
付
を
受
け
た
者
が
、
当
該
装
備
移
転
航
空
機
設
計
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た
装

備
移
転
航
空
機
の
設
計
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
百
七
条
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
設
計
が
安
全
性
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
防
衛
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
交
付
を
受
け
た
者
は
、
装
備
移
転
航
空
機
設
計
変
更
申
請
書
（
別
記
様
式
第

十
五
）
に
、
当
該
装
備
移
転
航
空
機
設
計
確
認
書
の
写
し
を
添
え
て
、
防
衛
大
臣

に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
防
衛
大
臣
が
確
認
を
す
る
た
め
必
要
と
す
る
時
期

ま
で
に
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
防
衛
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
三
項
中
「
者
に
対
し
、
」
と
あ
る
の

は
「
者
に
対
し
、
新
た
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



（
製
造
の
確
認
）

第
八
十
七
条
の
十

法
第
百
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
装
備
移
転
航
空
機
を
製

［
条
を
加
え
る
。
］

造
す
る
者
は
、
製
造
し
よ
う
と
す
る
装
備
移
転
航
空
機
が
安
全
性
基
準
に
適
合
す

る
こ
と
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
装
備
移
転
航
空
機
製
造
確
認
申
請

書
（
別
記
様
式
第
十
六
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
防
衛
大
臣
に
申
請

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
装
備
移
転
航
空
機

の
設
計
の
確
認
を
受
け
る
た
め
に
試
作
品
と
し
て
製
造
さ
れ
る
も
の
（
次
条
に
お

い
て
「
試
作
航
空
機
」
と
い
う
。
）
は
、
安
全
性
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
の
確
認

を
要
し
な
い
。

一

装
備
移
転
航
空
機
設
計
確
認
書
の
写
し

二

装
備
移
転
航
空
機
の
製
造
に
関
す
る
仕
様
書

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

２

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
に
係
る
装
備
移
転
航
空
機
が
安
全
性
基
準
に
適
合

す
る
こ
と
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
対
し
、
装
備
移
転
航

空
機
製
造
確
認
書
（
別
記
様
式
第
十
七
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

防
衛
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
に
係
る
装
備
移
転
航
空
機
が
安
全
性
基
準
に
適

合
す
る
こ
と
の
確
認
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
申
請
を

し
た
者
に
対
し
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
飛
行
前
の
確
認
）

第
八
十
七
条
の
十
一

法
第
百
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
装
備
移
転
航
空
機
（

［
条
を
加
え
る
。
］

試
作
航
空
機
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
製
造
す
る

者
は
、
装
備
移
転
航
空
機
に
よ
る
試
験
飛
行
、
装
備
移
転
（
防
衛
省
が
調
達
す
る

装
備
品
等
の
開
発
及
び
生
産
の
た
め
の
基
盤
の
強
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年

法
律
第
五
十
四
号
）
第
二
条
第
四
項
の
装
備
移
転
を
い
う
。
次
条
第
三
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
た
め
の
飛
行
そ
の
他
の
飛
行
に
つ
い
て
、
法
第
百
七
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
防
衛
大
臣
が
定
め
る
装
備
移
転
航
空
機
の
安
全
性
及
び
運
航
に
関
す

る
基
準
並
び
に
こ
れ
に
乗
り
組
ん
で
運
航
に
従
事
す
る
者
の
技
能
に
関
す
る
基
準

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
安
全
性
基
準
等
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
こ
と
の



確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
装
備
移
転
航
空
機
飛
行
許
可
申
請
書
（
別
記

様
式
第
十
八
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
防
衛
大
臣
に
申
請
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

装
備
移
転
航
空
機
設
計
確
認
書
の
写
し
（
試
作
航
空
機
の
試
験
飛
行
を
行
う

場
合
を
除
く
。
）

二

装
備
移
転
航
空
機
製
造
確
認
書
の
写
し
（
試
験
飛
行
を
行
う
場
合
を
除
く
。

）
三

装
備
移
転
航
空
機
の
運
航
に
従
事
す
る
者
の
技
能
に
関
す
る
書
類
の
写
し

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

２

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
に
係
る
装
備
移
転
航
空
機
に
よ
る
飛
行
に
つ
い
て

安
全
性
基
準
等
に
適
合
す
る
こ
と
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者

に
対
し
、
装
備
移
転
航
空
機
飛
行
許
可
書
（
別
記
様
式
第
十
九
）
を
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。

３

防
衛
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
に
係
る
装
備
移
転
航
空
機
に
よ
る
飛
行
に
つ
い

て
、
安
全
性
基
準
等
に
適
合
す
る
こ
と
の
確
認
を
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
場
合
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
装
備
移
転
航
空
機
管
理
番
号
の
付
与
）

第
八
十
七
条
の
十
二

防
衛
大
臣
は
、
第
八
十
七
条
の
八
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る

［
条
を
加
え
る
。
］

製
造
計
画
書
（
第
八
十
七
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
提
出
又
は
第
八
十
七
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
装
備
移
転
航
空
機
製
造
確
認

申
請
書
に
よ
る
申
請
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
製
造
計
画
書
又
は
当
該
装
備
移
転

航
空
機
製
造
確
認
申
請
書
に
係
る
装
備
移
転
航
空
機
に
対
し
装
備
移
転
航
空
機
管

理
番
号
（
装
備
移
転
航
空
機
の
機
体
を
管
理
す
る
た
め
に
防
衛
大
臣
が
装
備
移
転

航
空
機
ご
と
に
定
め
る
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
管
理
番
号

」
と
い
う
。
）
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

２

防
衛
大
臣
は
、
装
備
移
転
航
空
機
に
対
し
管
理
番
号
を
付
与
し
た
と
き
は
、
当

該
管
理
番
号
を
当
該
装
備
移
転
航
空
機
を
製
造
す
る
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る

。



３

装
備
移
転
航
空
機
を
製
造
す
る
者
は
、
管
理
番
号
を
付
与
さ
れ
た
装
備
移
転
航

空
機
が
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
た
と
き
は
、
防
衛
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と

す
る
。

一

滅
失
し
、
又
は
解
体
（
整
備
、
改
造
、
輸
送
又
は
保
管
の
た
め
に
す
る
解
体

を
除
く
。
）
を
さ
れ
た
と
き
。

二

装
備
移
転
を
受
け
る
外
国
政
府
に
譲
渡
さ
れ
た
と
き
。

三

装
備
移
転
を
行
わ
な
く
な
つ
た
と
き
。

（
検
査
の
種
類
）

（
検
査
の
種
類
）

第
八
十
八
条
の
二
の
二

法
第
百
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
防
衛
大
臣
の

第
八
十
八
条
の
二
の
二

法
第
百
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
防
衛
大
臣
の
検
査
は

検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
査
と
し
、
そ
の
検
査
の
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
査
と
し
、
そ
の
検
査
の
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

基
本
設
計
検
査

装
備
移
転
船
舶
（
法
第
百
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
装
備

一

基
本
設
計
検
査

装
備
移
転
船
舶
（
法
第
百
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
装
備

移
転
船
舶
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
八
十
八
条
の
二
の
八
に
お
い

移
転
船
舶
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
基
本
設
計

て
同
じ
。
）
の
基
本
設
計
が
装
備
移
転
船
舶
に
係
る
法
第
百
十
一
条
に
規
定
す

が
法
第
百
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

る
技
術
上
の
基
準
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
技
術
上
の
基
準
」
と
い
う
。
）

「
技
術
上
の
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
検
査

に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
検
査

二
・
三

［
略
］

二
・
三

［
同
上
］

（
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
の
指
定
）

（
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
の
指
定
）

第
八
十
八
条
の
二
の
三

［
略
］

第
八
十
八
条
の
二
の
三

［
同
上
］

２

前
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
指
定
申
請

２

前
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
指
定
申
請

書
（
別
記
様
式
第
二
十
）
に
、
基
本
設
計
検
査
に
お
い
て
提
出
す
る
こ
と
を
予
定

書
（
別
記
様
式
第
十
三
）
に
、
基
本
設
計
検
査
に
お
い
て
提
出
す
る
こ
と
を
予
定

す
る
図
書
の
目
録
を
添
え
て
、
防
衛
大
臣
に
申
請
を
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
図
書
の
目
録
を
添
え
て
、
防
衛
大
臣
に
申
請
を
す
る
も
の
と
す
る
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

防
衛
大
臣
は
、
前
二
項
の
申
請
に
基
づ
い
て
指
定
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を

４

防
衛
大
臣
は
、
前
二
項
の
申
請
に
基
づ
い
て
指
定
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を

し
た
者
に
対
し
、
基
本
設
計
検
査
に
お
い
て
提
出
を
求
め
る
図
書
の
目
録
（
次
条

し
た
者
に
対
し
、
基
本
設
計
検
査
に
お
い
て
提
出
を
求
め
る
図
書
の
目
録
（
次
条

第
一
項
に
お
い
て
「
基
本
設
計
図
書
目
録
」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
、
検
査
対
象

第
一
項
に
お
い
て
「
基
本
設
計
図
書
目
録
」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
、
検
査
対
象

装
備
移
転
船
舶
指
定
通
知
書
（
別
記
様
式
第
二
十
一
）
に
よ
り
そ
の
旨
及
び
指
定

装
備
移
転
船
舶
指
定
通
知
書
（
別
記
様
式
第
十
四
）
に
よ
り
そ
の
旨
及
び
指
定
し

し
た
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
の
指
定
記
号
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

た
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
の
指
定
記
号
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。



５

［
略
］

５

［
同
上
］

６

前
項
の
指
定
の
解
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
指

６

前
項
の
指
定
の
解
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
指

定
解
除
申
請
書
（
別
記
様
式
第
二
十
二
）
に
、
当
該
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
の

定
解
除
申
請
書
（
別
記
様
式
第
十
五
）
に
、
当
該
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
の
装

装
備
移
転
を
行
わ
な
く
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
防
衛
大
臣
に
申

備
移
転
を
行
わ
な
く
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
防
衛
大
臣
に
申
請

請
を
す
る
も
の
と
す
る
。

を
す
る
も
の
と
す
る
。

７

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
に
基
づ
い
て
指
定
を
解
除
し
た
と
き
は
、
当
該
指

７

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
に
基
づ
い
て
指
定
を
解
除
し
た
と
き
は
、
当
該
指

定
の
解
除
の
申
請
を
し
た
者
に
対
し
、
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
指
定
解
除
通
知

定
の
解
除
の
申
請
を
し
た
者
に
対
し
、
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
指
定
解
除
通
知

書
（
別
記
様
式
第
二
十
三
）
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

書
（
別
記
様
式
第
十
六
）
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
基
本
設
計
検
査
）

（
基
本
設
計
検
査
）

第
八
十
八
条
の
二
の
四

基
本
設
計
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
基
本
設
計
検

第
八
十
八
条
の
二
の
四

基
本
設
計
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
基
本
設
計
検

査
申
請
書
（
別
記
様
式
第
二
十
四
）
に
、
基
本
設
計
図
書
目
録
に
記
載
さ
れ
た
図

査
申
請
書
（
別
記
様
式
第
十
七
）
に
、
基
本
設
計
図
書
目
録
に
記
載
さ
れ
た
図
書

書
を
添
え
て
、
防
衛
大
臣
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
添
え
て
、
防
衛
大
臣
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

防
衛
大
臣
は
、
前
二
項
の
申
請
に
係
る
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
の
基
本
設
計

３

防
衛
大
臣
は
、
前
二
項
の
申
請
に
係
る
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
の
基
本
設
計

が
基
本
設
計
検
査
に
合
格
す
る
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に

が
基
本
設
計
検
査
に
合
格
す
る
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に

対
し
、
基
本
設
計
検
査
合
格
証
（
別
記
様
式
第
二
十
五
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す

対
し
、
基
本
設
計
検
査
合
格
証
（
別
記
様
式
第
十
八
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る

る
。

。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

第
八
十
八
条
の
二
の
五

［
略
］

第
八
十
八
条
の
二
の
五

［
同
上
］

２

前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
基
本
設
計
変
更
申
請
書
（
別
記
様
式

２

前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
基
本
設
計
変
更
申
請
書
（
別
記
様
式

第
二
十
六
）
に
当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
防
衛
大
臣

第
十
九
）
に
当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
防
衛
大
臣
に

に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
５

［
略
］

３
～
５

［
同
上
］

（
船
舶
検
査
）

（
船
舶
検
査
）

第
八
十
八
条
の
二
の
六

船
舶
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
対
象
装
備
移

第
八
十
八
条
の
二
の
六

船
舶
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
対
象
装
備
移

転
船
舶
ご
と
に
、
船
舶
検
査
申
請
書
（
別
記
様
式
第
二
十
七
）
に
検
査
対
象
装
備

転
船
舶
ご
と
に
、
船
舶
検
査
申
請
書
（
別
記
様
式
第
二
十
）
に
検
査
対
象
装
備
移

移
転
船
舶
の
製
造
に
関
す
る
仕
様
書
を
添
え
て
、
防
衛
大
臣
に
申
請
を
し
な
け
れ

転
船
舶
の
製
造
に
関
す
る
仕
様
書
を
添
え
て
、
防
衛
大
臣
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば



ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
に
係
る
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
に
つ
い
て
、
船

２

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
に
係
る
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
に
つ
い
て
、
船

舶
検
査
に
合
格
す
る
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
対
し
、
船

舶
検
査
に
合
格
す
る
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
対
し
、
船

舶
検
査
合
格
証
（
別
記
様
式
第
二
十
八
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

舶
検
査
合
格
証
（
別
記
様
式
第
二
十
一
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
・
４

［
略
］

３
・
４

［
同
上
］

（
臨
時
航
行
検
査
）

（
臨
時
航
行
検
査
）

第
八
十
八
条
の
二
の
七

臨
時
航
行
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
対
象
装

第
八
十
八
条
の
二
の
七

臨
時
航
行
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
対
象
装

備
移
転
船
舶
ご
と
に
、
臨
時
航
行
検
査
申
請
書
（
別
記
様
式
第
二
十
九
）
に
よ
り

備
移
転
船
舶
ご
と
に
、
臨
時
航
行
検
査
申
請
書
（
別
記
様
式
第
二
十
二
）
に
よ
り

防
衛
大
臣
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

防
衛
大
臣
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
に
係
る
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
に
つ
い
て
、
臨

２

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
に
係
る
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
に
つ
い
て
、
臨

時
航
行
検
査
に
合
格
す
る
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
対
し

時
航
行
検
査
に
合
格
す
る
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
対
し

、
臨
時
航
行
許
可
証
（
別
記
様
式
第
三
十
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

、
臨
時
航
行
許
可
証
（
別
記
様
式
第
二
十
三
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
配
員
確
認
）

第
八
十
八
条
の
二
の
八

法
第
百
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
防
衛
大
臣
の

［
条
を
加
え
る
。
］

確
認
（
第
三
項
に
お
い
て
「
配
員
確
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

、
配
員
確
認
申
請
書
（
別
記
様
式
第
三
十
一
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、

防
衛
大
臣
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

装
備
移
転
船
舶
の
航
行
の
業
務
に
従
事
す
る
者
と
し
て
配
員
す
る
者
の
名
簿

（
次
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
配
員
名
簿
」
と
い
う
。
）
（
別
記
様
式
第
三

十
二
）

二

配
員
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
者
が
装
備
移
転
船
舶
に
係
る
法
第
百
十
一
条
に
規

定
す
る
配
員
の
基
準
に
定
め
る
事
項
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

２

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
に
係
る
装
備
移
転
船
舶
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を

し
た
者
が
装
備
移
転
船
舶
に
係
る
法
第
百
十
一
条
に
規
定
す
る
配
員
の
基
準
に
従

つ
て
配
員
し
て
航
行
す
る
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
対
し

、
配
員
確
認
証
（
別
記
様
式
第
三
十
三
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

防
衛
大
臣
は
、
配
員
確
認
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。



４

前
三
項
の
規
定
は
、
配
員
確
認
証
の
交
付
を
受
け
た
者
が
、
当
該
配
員
確
認
証

に
係
る
配
員
名
簿
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。



［
様
式
を
加
え
る
。
］



［
様
式
を
加
え
る
。
］



［
様
式
を
加
え
る
。
］



［
様
式
を
加
え
る
。
］



［
様
式
を
加
え
る
。
］



［
様
式
を
加
え
る
。
］



［
様
式
を
加
え
る
。
］

























［
様
式
を
加
え
る
。
］



［
様
式
を
加
え
る
。
］







［
様
式
を
加
え
る
。
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


